
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
特
定
健
康
診
査
に
相
当
す
る
診
査
の
結
果
の
記
録
の
写
し
の
提
供
）

第
一
条
の
二

法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
健
康
診
査
に
相
当
す
る
診
査
を
受
け
、
そ
の
結
果
の
記
録
の
写

し
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
よ
り
作
成
さ
れ
た
当
該
結
果
の
記
録
を
記
録
し
た

光
デ
ィ
ス
ク
を
送
付
す
る
方
法
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
に
関
す
る
記
録
の
保
存
）

（
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
に
関
す
る
記
録
の
保
存
）

第
十
条

保
険
者
は
、
法
第
二
十
二
条
及
び
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指

導
に
関
す
る
記
録
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
作
成
し
、
当
該
記
録
の
作
成
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
か
ら
五

年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
又
は
加
入
者
が
他
の
保
険
者
の
加
入
者
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の

末
日
ま
で
の
期
間
の
う
ち
い
ず
れ
か
短
い
期
間
、
当
該
記
録
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条

保
険
者
は
、
法
第
二
十
二
条
及
び
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指

導
に
関
す
る
記
録
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
よ
り
作
成
し
、
当
該
記
録
の
作
成
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年

度
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
又
は
加
入
者
が
他
の
保
険
者
の
加
入
者
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
の

翌
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
の
う
ち
い
ず
れ
か
短
い
期
間
、
当
該
記
録
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
九
号

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
健
康
診
査
及
び

特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
六
月
五
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎




